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○豊島区自転車等の放置防止に関する条例 

昭和62年10月14日 

条例第38号 

改正 平成２年３月30日条例第17号 

平成８年12月24日条例第40号 

平成13年３月26日条例第33号 

平成16年３月19日条例第20号 

平成19年３月19日条例第18号 

平成25年12月９日条例第46号 

平成26年７月７日条例第22号 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 自転車等の放置防止（第９条―第14条） 

第３章 自転車駐車場の附置義務（第15条―第26条） 

第４章 自転車等駐車対策協議会（第27条・第28条） 

第５章 雑則（第29条・第30条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関す

る法律（昭和55年法律第87号。以下「法」という。）に定めるもののほか、公共の場所

における自転車等の放置防止及び自転車駐車場の附置義務等に関し必要な事項を定める

ことにより、区民の快適で安全な生活環境を確保することを目的とする。 

（平16条例20・全改） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 自転車等 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第10号に規定する原

動機付自転車及び同項第11号の２に規定する自転車をいう。 

(2) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等の

駐車施設以外の場所をいう。 
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(3) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自

転車等を移動させることができない状態をいう。 

（平８条例40・一部改正） 

（区の責務） 

第３条 区は、第１条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する意識の啓発、放

置自転車等の撤去、自転車等の駐車施設の設置その他自転車等の駐車対策の総合的推進に

必要な施策の実施に努めなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

（区民の責務） 

第４条 区民は、自転車等の放置の防止について、地域の課題としての自覚を持ち、その解

決に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

（自転車等の利用者等の責務） 

第５条 自転車等の利用者又は所有者（以下「利用者等」という。）は、自転車等の放置が

地域にもたらす様々な弊害を認識し、公共の場所において自転車等を放置することのない

よう努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。 

２ 自転車の利用者等は、その利用する自転車に、法第12条第３項の規定による防犯登録

（以下「防犯登録」という。）を受けなければならない。 

（平８条例40・平16条例20・平19条例18・一部改正） 

（鉄道事業者の責務） 

第６条 鉄道事業者は、区及び関係機関との連携のもとで、自転車等の駐車施設の設置や放

置防止の啓発活動等により自転車等の放置防止に努めるとともに、区の実施する施策に協

力しなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

（施設の設置者等の責務） 

第７条 公共施設、商業施設、娯楽施設等の自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、

又は管理する者は、施設利用者への自転車等の適正駐輪の呼びかけや施設周辺の自転車等

の整理に取り組み、自ら自転車等の駐車施設の設置に努めるとともに、区の実施する施策

に協力しなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

（自転車等の小売業者の責務） 
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第８条 自転車等の小売を業とする者は、防犯登録の勧奨に努めるとともに、区の実施する

施策に協力しなければならない。 

第２章 自転車等の放置防止 

（放置禁止区域の指定等） 

第９条 区長は、自転車等の駐車施設が整備されている地域で、自転車等の放置が著しく、

通行の障害が恒常的であり、災害及び救急時における緊急活動又は避難行動がなし得ない

と認められる場所を自転車等の放置を禁止する区域（以下「放置禁止区域」という。）と

して指定することができる。 

２ 区長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができ

る。 

３ 前２項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更し、若しくは解除したときは、区

長は、規則で定める事項を告示しなければならない。 

４ 区長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、自転車等の利用者等に対し、放

置禁止区域を周知するとともに、当該区域内に自転車等を放置することのないよう指導す

るものとする。 

（自転車等の放置禁止） 

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。 

（放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置） 

第11条 区長は、前条の規定に違反して、放置禁止区域内に自転車等が放置されていると

きは、当該自転車等を撤去することができる。 

（放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置） 

第12条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置により、通行の障

害が生じていると認められるときは、当該放置されている自転車等の利用者等に対し、こ

れを放置することのないよう指導するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する措置を講じてもなお自転車等が放置されているときは、あらか

じめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長は、第１項の自転車等の放置により、災害及び緊急時

における緊急活動又は避難行動が困難になると認められるときは、当該自転車等を直ちに

通行の障害にならない場所に移動することができる。 

（平19条例18・一部改正） 

（撤去した自転車等に対する措置） 



4/11 

第13条 区長は、第11条又は前条第２項の規定により自転車等を撤去したときは、直ちに、

現場にその旨及び保管場所を公示するとともに、当該自転車等を保管しなければならない。

ただし、明らかに自転車等の機能を喪失していると認められるものについては、公示及び

保管をすることなく、直ちに処分することができる。 

２ 区長は、自転車等を保管したときは、利用者等を調査し、利用者等の判明したものにつ

いては、当該利用者等に対して速やかに引き取るよう通知し、利用者等が判明しないもの

については、規則で定める事項を告示しなければならない。 

３ 区長は、第１項の公示の日から相当の期間を経過してもなお引取りのない自転車等につ

いては、法第６条第３項の規定により、当該自転車等を売却してその売却代金を保管し、

又は廃棄等の処分をすることができる。 

４ 区長は、前項の規定により売却した自転車等について、第１項の公示の日から起算して

６月以内に当該自転車等の利用者等がその返還を求めてきたときは、その売却代金を返還

するものとする。 

（平８条例40・平19条例18・一部改正） 

（費用の徴収） 

第14条 区長は、第11条又は第12条第２項の規定により自転車等を撤去し、第13条第１項

の規定により保管したときは、撤去及び第13条に定める保管その他の措置に要した費用

として別表に定める額を、当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、区長が特別の

理由があると認めるときは、これを免除することができる。 

（平８条例40・平19条例18・一部改正） 

第３章 自転車駐車場の附置義務 

（区域の指定） 

第15条 法第５条第４項の規定に基づき条例で定める区域（以下「指定区域」という。）

は、区内の全域とする。 

（平25条例46・全改） 

（施設を新築する場合の自転車駐車場の設置） 

第16条 指定区域内において、別表第１号の指定用途の欄に掲げる施設を新築しようとす

る者は、指定用途ごとに同表同号の自転車駐車場の規模の欄により算定した自転車駐車場

の規模の台数の合計が10台以上である場合には、その合計した台数の自転車を収容可能

な自転車駐車場を当該施設内若しくはその敷地内又は当該施設からの距離が50メートル

以内に設置しなければならない。 



5/11 

２ 別表第１号における指定用途の範囲及び対象面積の算定方法は、規則で定める。 

（平25条例46・全改） 

（施設を増築する場合の自転車駐車場の規模） 

第17条 指定区域内において、指定用途に供する施設となる増築をしようとする者は、当

該増築後の施設（別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる前に建築され

た部分又は別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる前からその用途に

使用している部分を除く。）をすべて新築したものとみなして、前条の規定により算定し

た自転車駐車場の規模の台数の合計が10台以上である場合には、当該増築前の施設に設

置されている自転車駐車場の規模の台数を控除した台数を収容可能な自転車駐車場を前

条第１項に定める場所に設置しなければならない。 

（平25条例46・全改） 

（施設を改築する場合の自転車駐車場の規模） 

第18条 指定区域内において、指定用途に供する施設となる改築をしようとする者は、当

該改築後の施設（別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる前に建築され

た部分又は別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる前からその用途に

使用している部分を除く。）をすべて新築したものとみなして、第16条の規定により算

定した自転車駐車場の規模の台数の合計が10台以上である場合には、当該改築前の施設

に設置されている自転車駐車場の規模の台数を控除した台数を収容可能な自転車駐車場

を第16条第１項に定める場所に設置しなければならない。 

（平25条例46・全改） 

（施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模） 

第19条 指定区域内において、施設の用途を変更する場合で建築基準法（昭和25年法律第

201号）第87条第１項の規定により、建築確認が必要なもの（以下「用途の変更」という。）

について、指定用途に供する施設となる用途の変更をしようとする者は、当該用途の変更

後の施設（別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる前に建築された部分

又は別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる前からその用途に使用し

ている部分を除く。）をすべて新築したものとみなして、第16条の規定により算定した

自転車駐車場の規模の台数の合計が10台以上である場合には、当該用途の変更前の施設

に設置されている自転車駐車場の規模の台数を控除した台数を収容可能な規模の自転車

駐車場を第16条第１項に定める場所に設置しなければならない。 

（平25条例46・全改） 
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（自転車駐車場の表示） 

第20条 第16条から前条までの規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、全ての

道路に面した壁面に自転車駐車場の位置、経路、運用その他の利用に関し必要な事項を表

示しなければならない。 

（平25条例46・全改） 

（自転車駐車場の構造等） 

第21条 第16条から第19条までの規定により設置される自転車駐車場の構造は、利用者の

安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。 

２ 前項に規定する自転車駐車場の駐車部分の面積は、駐車台数１台につき、幅0.6メート

ル奥行き1.9メートルを標準とし、かつ、１平方メートル以上の面積を確保しなければな

らない。ただし、特殊な装置を用いる自転車駐車場であって区長が適当と認めるものにつ

いては、この限りでない。 

（平25条例46・全改） 

（自転車駐車場の設置の届出） 

第22条 第16条から第19条までの規定により自転車駐車場を設置する者は、あらかじめ、

規則で定めるところにより当該自転車駐車場について区長に届け出なければならない。届

出事項を変更しようとする場合も同様とする。 

（平25条例46・全改） 

（自転車駐車場の管理） 

第23条 第16条から第19条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者又は管理者

は、当該自転車駐車場及び第20条の規定により設置した表示をその目的に適合するよう

に管理しなければならない。 

（平19条例18・平25条例46・一部改正） 

（立入検査） 

第24条 区長は、第16条から前条までの規定を施行するため必要な限度において、施設若

しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はそ

の職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。 

（措置命令） 

第25条 区長は、第16条から第21条まで又は第23条の規定に違反した者に対して、相当の

期間を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措

置を講ずべきことを命ずることができる。 
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２ 区長は、前項の措置を命じようとする場合においては、その命じようとする措置及び理

由を記載した措置命令書を交付しなければならない。 

（平25条例46・一部改正） 

（公表） 

第26条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表しなければならな

い。 

(1) 第24条の報告若しくは資料の提出を求めた場合又は同条の立入検査をしようとした

場合において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者が、その求めに応ぜ

ず若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み若しくは妨げたとき。 

(2) 前条の措置を命じた場合において、命ぜられた者がその命令に従わないとき。 

（平13条例33・一部改正） 

第４章 自転車等駐車対策協議会 

（平16条例20・追加） 

（協議会の設置） 

第27条 自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査協議するため、法第８条の規定に基

づき、区長の附属機関として、豊島区自転車等駐車対策協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

２ 協議会は、区長の諮問に応じ自転車等の駐車対策及び適正な自転車利用の推進に関する

重要事項を調査協議するほか、区長に対して、意見を述べることができる。 

（平16条例20・追加、平26条例22・一部改正） 

（協議会の組織） 

第28条 協議会は、26人以内の委員で組織する。 

２ 協議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 

(1) 区民 

(2) 区議会議員 

(3) 学識経験者 

(4) 関係団体の構成員 

(5) 鉄道事業者 

(6) 警察、道路管理者等関係行政機関の職員 
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(7) その他区長が推薦する者 

４ 前３項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平16条例20・追加） 

第５章 雑則 

（平16条例20・旧第４章繰下） 

（身分証明書の提示） 

第29条 第11条及び第12条第２項の規定により放置自転車等を撤去する職員並びに第24条

の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

（平16条例20・旧第27条繰下） 

（委任） 

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（平16条例20・旧第28条繰下） 

附 則 

この条例は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月30日条例第17号） 

１ この条例は、平成２年５月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平成２

年５月１日以後に撤去した自転車等の撤去に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤

去した自転車等の撤去に係る費用の徴収については、なお従前の例による。 

附 則（平成８年12月24日条例第40号） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律

（平成５年法律第97号）附則第３項の国家公安委員会規則で定める種類の自転車に係る

防犯登録については、この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例

（以下「新条例」という。）第５条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 新条例第14条及び別表の規定は、平成９年４月１日以後に撤去する自転車等に係る費

用の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る費用の徴収については、なお

従前の例による。 

附 則（平成13年３月26日条例第33号） 

１ この条例は、平成13年７月１日から施行する。 
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２ この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平成

13年７月１日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤去

した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。 

附 則（平成16年３月19日条例第20号） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平成

16年10月１日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤去

した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。 

附 則（平成19年３月19日条例第18号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月９日条例第46号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日より前に、新築、増築、改築又は用途の変更の工事が着手された施

設については、この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例第16条

から第20条までの規定は、当該新築、増築、改築又は用途の変更工事により完成した施

設について適用しない。 

３ 昭和63年10月１日から平成26年６月30日までにおいて新築又は増築の工事が着手され

た施設については、この条例による改正前の豊島区自転車等の放置防止に関する条例の規

定は、なお効力を有する。 

附 則（平成26年７月７日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第14条関係） 

（平16条例20・全改） 

自転車 5,000円 

原動機付自転車 8,000円 

別表（第16条、第17条、第18条、第19条関係） 

（平25条例46・追加） 

(1) 平成26年７月１日以後に施設の新築の工事に着手した場合の自転車駐車場の設置に

ついて適用されるもの 
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 指定用途 自転車駐車場の規模 

1 遊技場、学習施設、病院、ボーリン

グ場、ゴルフ練習場、バッティング

センター、レンタルビデオ店 

対象施設の延べ床面積（以下「対象面積」とい

う。）15平方メートル（対象面積が5,000平方メ

ートルを超える部分は30平方メートル）ごとに1

台 

2 スーパーマーケット、コンビニエン

スストア、ドラッグストア 

対象面積20平方メートル（対象面積が5,000平方

メートルを超える部分は40平方メートル。

10,000平方メートルを超える部分は80平方メー

トル）ごとに1台 

3 銀行その他の金融機関、郵便局 対象面積25平方メートル（対象面積が5,000平方

メートルを超える部分は50平方メートル）ごと

に1台 

4 2の項に掲げる施設の用途を含まな

い小売店舗、飲食店、カラオケ店、

スポーツ施設 

対象面積40平方メートル（対象面積が5,000平方

メートルを超える部分は80平方メートル。

10,000平方メートルを超える部分は160平方メ

ートル）ごとに1台 

5 事務所、バックヤード 対象面積200平方メートル（対象面積が10,000

平方メートルを超える部分は400平方メートル）

ごとに1台 

備考 

(1) 指定区域は区内全域とする。 

(2) この表の自転車駐車場の規模の欄により算定した自転車駐車場の規模の台数で、

１台に満たない端数は切り捨てるものとする。 

(2) 昭和63年10月１日から平成26年６月30日までにおいて施設の新築又は増築の工事

に着手した場合の自転車駐車場の設置について適用されるもの 

指定用途 施設の規模 自転車駐車場の規模 

遊技場 店舗面積が300平

方メートルを超え

るもの 

店舗面積15平方メートル（店舗面積が

5,000平方メートルを超える部分につ

いては、店舗面積30平方メートル）ご

とに1台（1台に満たない端数は切り捨

てる。） 
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スーパーマーケットその他の大

規模小売店舗 

店舗面積が400平

方メートルを超え

るもの 

店舗面積20平方メートル（店舗面積が

5,000平方メートルを超える部分につ

いては、店舗面積40平方メートル）ご

とに1台（1台に満たない端数は切り捨

てる。） 

百貨店 店舗面積が1,200

平方メートルを超

えるもの 

店舗面積60平方メートル（店舗面積が

5,000平方メートルを超える部分につ

いては、店舗面積120平方メートル）ご

とに1台（1台に満たない端数は切り捨

てる。） 

銀行等金融機関 店舗面積が500平

方メートルを超え

るもの 

店舗面積25平方メートル（店舗面積が

5,000平方メートルを超える部分につ

いては、店舗面積50平方メートル）ご

とに1台（1台に満たない端数は切り捨

てる。） 

備考 

(1) 指定区域は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定す

る商業地域及び近隣商業地域とする。 

(2) 施設の用途の範囲及び店舗面積の算定方法は、規則で定める。 

 


